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１．件 名 

   伊方発電所第１号機 安全防護系シーケンス盤Ａのシステム停止について 

 

２．事象発生の日時 

   平成２２年６月８日 ２１時００分（確認） 

 

３．事象発生の設備 

   伊方１号機 計測制御設備 安全防護系シーケンス盤Ａ 

 

４．事象発生時の運転状況 

   第２７回定期検査中 

 

５．事象の概要 

   伊方発電所１号機（定格電気出力５６６ＭＷ）は第２7 回定期検査中のとこ

ろ、６月８日２１時００分、安全防護系シーケンス盤※１Ａのシステムが停止し

ていることを保修員が確認した。 
   このため、現場を調査したところ、当該システムに電源を供給する計装用電

源装置１Ａ点検後の復旧操作において、停止させていたＣＰＵ－Ａ１を起動す

る際、故障リセット操作は行ったが、制御スタートスイッチ操作を実施してお

らず、停止状態のままで、計装用電源装置１Ｃ点検のためにもう１系統のＣＰ

Ｕ－Ａ２を停止したことから、安全防護系シーケンス盤Ａのシステムが停止状

態となった。 
   また、安全防護系シーケンス盤Ａは、１，２号機共用設備である中央制御室

換気系隔離作動論理回路※２を有しており、安全防護系シーケンス盤Ａのシステ

ム停止により中央制御室換気系隔離作動論理回路が動作不能状態となってい

ることから、同日２３時００分、運転中の２号機に対して原子炉施設保安規定

に定める運転上の制限を逸脱していると判断した。本運転上の制限逸脱に対し

ては、３０日以内に中央制御室換気系隔離作動論理回路を動作可能な状態とす

るよう、原子炉施設保安規定に定められている。なお、もう一系統の中央制御

室換気系隔離作動論理回路は健全であった。 
   その後、制御スタートスイッチにより当該システム（ＣＰＵ－Ａ１）の起動

を行い中央制御室換気系隔離作動論理回路を動作可能状態とし、６月９日１時

３５分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限逸脱から復帰した。 
   定期検査中の１号機については、当該システムが停止している間、海水ポン

プ等の補機への制御出力は、事象発生直前の運転状態が保持されており、補機

は継続して正常に運転されたため、定期検査中のプラント状態に支障はなかっ

た。 
   なお、本事象による環境への放射能の影響はなかった。 
                            （添付資料－１，２） 
   ※１安全防護系シーケンス盤 

     中央制御室非常用給気ファン、海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の安全系補機を

動作させるためのシステムを収納した盤 

   ※２中央制御室換気系隔離作動論理回路 

     事故時に中央制御室非常用給気ファンを起動し、中央制御室を外気と遮断して中央制御

室の空気を内部循環する信号を作動させる回路 
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６．事象の時系列 

平成２２年６月７日 
１８時２０分 計装用電源装置１Ａの隔離操作手順書に基づき、計装用電

源装置１Ａの隔離を実施 
平成２２年６月８日 

１８時４３分 計装用電源装置１Ａの点検が終了したので、計装用電源装

置１Ａの復旧操作手順書に基づき、計装用電源装置１Ａの

復旧操作を開始 
１９時０１分 安全防護系シーケンス盤Ａ電源復旧後、同盤内の故障リセ

ットスイッチを操作し、故障警報が復帰したことを確認 
１９時０５分 安全防護系シーケンス盤Ａの復旧が完了したと思い、引き

続き計装用電源装置１Ｃ点検のため、計装用電源装置１Ｃ

の隔離操作手順書に基づき、計装用電源装置１Ｃの隔離を

開始、計装用電源装置１Ｃの隔離に伴う対策として、コン

トロールタワー空調用冷凍機１Ａを停止 
１９時１２分 計装用電源装置１Ｃの隔離操作のため、安全防護系シーケ

ンス盤Ａの２系（ＣＰＵ－Ａ２）の電源を隔離 
１９時１８分 事前に停止していたコントロールタワー空調用冷凍機１

Ａの起動が可能となったため、起動を試みたが起動しない

ため、保修員へ原因調査を依頼 
２１時００分 安全防護系シーケンス盤Ａ内の状態を確認し、１系（ＣＰ

Ｕ－Ａ１）のＣＰＵ制御スタートスイッチが点滅状態であ

り、安全防護系シーケンス盤ＡのＣＰＵ２系統がシステム

停止状態であることを確認 
２３時００分 安全防護系シーケンス盤Ａシステム停止による補機への

影響範囲を確認した結果、２号機に対して原子炉施設保安

規定第３３条に定める運転上の制限の逸脱を判断 
平成２２年６月９日 

１時０７分 安全防護系シーケンス盤Ａの１系（ＣＰＵ－Ａ１）の制御

スタートスイッチを操作し、制御状態となったことを確認 
 １時３５分  ２号機に対する原子炉施設保安規定第３３条に定める運

転上の制限の逸脱から復帰を判断 
 
７．調査結果 
 
  安全防護系シーケンス盤Ａのシステム停止について「人」「管理」「作業」「設

備・環境」の観点から、聞き取り調査等を行い要因を検討した。 
 
（１）人に関する要因 
    計装用電源装置の隔離・復旧および停電対策を検討し操作を担当した運転

員は、運転および隔離復旧作業に関する経験は十分であった。 
    本作業を管理・許可する管理者は、運転および隔離復旧作業に関する管理

者としての経験は十分であった。 
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（２）管理に関する要因 
    運転員は、管理者に計装用電源装置の隔離・復旧手順を手順書と系統線図

を用いて説明し、許可を得た。また、管理者は、計装用電源装置の隔離・復

旧手順が運転系統へ支障を及ぼすものではなく妥当であることを確認し、作

業を許可した。 
 
（３）作業に関する要因 
  a．安全防護系シーケンス盤を含むデジタル制御装置全般の作業 
    安全防護系シーケンス盤等のデジタル制御装置の復旧操作に係る運転員

と保修員の責任分界点は、これまで計装用電源装置復旧後における計装用電

源装置からデジタル制御装置への受電操作は運転員が行い、デジタル制御装

置盤内の復旧操作は保修員が行うことを原則とし、デジタル制御装置の修繕

等がなく電源復旧操作に伴い発生する警報等のリセット操作のような比較

的簡易な操作は、両者の調整によりデジタル制御装置盤内の操作であっても

運転員が行い、警報リセットできなければ保修員へ対応を依頼する運用とし

ていた。 

 

  b．今回の安全防護系シーケンス盤に係る作業 

今回もデジタル制御装置全般の運用に基づく操作手順により運転員が安

全防護系シーケンス盤内の故障リセット操作を行うことで作業を計画した。 
    運転員は、今回の定検開始前に、前回定検で使用した計装用電源装置１Ａ、

１Ｃの隔離・復旧操作手順書および前回定検時の設備改造を反映した計装用

電源装置１Ａ、１Ｃの停電対策表、系統線図を基に、今回使用する計装用電

源装置１Ａ、１Ｃの隔離・復旧操作手順書を作成した。 

安全防護系シーケンス盤は前回の定検で新設したものであり、運転員は、

復旧操作手順の最終確認のため保修員に計装用電源装置１Ａ復旧後の安全

防護系シーケンス盤Ａの復旧操作方法について電話により確認したが、安全

防護系シーケンス盤の復旧操作は他のデジタル制御装置と異なり、故障リセ

ット操作後に制御スタートスイッチの操作をしなければならないところ、保

修員より安全防護系シーケンス盤Ａ受電後の制御スタートスイッチの操作

について説明がなかったので、他のデジタル制御装置が故障リセット操作の

みで正常に復帰していたのと同様に安全防護系シーケンス盤も故障リセッ

ト操作のみで正常に復帰すると判断し、保修員に警報がリセットできなけれ

ば対応してもらうように依頼した。 
     

また、安全防護系シーケンス盤を新設した直後の設備主管箇所（保修員）

から発電グループ（運転員）への設備変更周知において安全防護系シーケン

ス盤の復旧操作に関し、他のデジタル制御装置との違いについて具体的な説

明がなかったことから、運転員には当初より安全防護系シーケンス盤の復旧

に必要な制御スタートスイッチ操作の認識がなかった。 

更に、制御スタートスイッチ操作の認識がなかったことに加え、従来より

操作手順書には故障や警報リセット操作のように簡易な操作までは記載し

ない運用であったことから、今回の計装用電源装置１Ａの復旧操作手順書に

も安全防護系シーケンス盤の復旧手順を記載していなかった。 

（添付資料－１） 
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（４）設備・環境に関する要因 
    安全防護系シーケンス盤は、故障あるいは点検後の復旧操作において故障

リセット操作により、同盤の故障ランプが消灯し、故障要因が残っていない

ことを条件にＣＰＵの論理演算が始まり、その後の制御スタートスイッチの

操作により制御出力を出す設計としている。 
    また、安全防護系シーケンス盤の制御状態は、制御スタートスイッチのＬ

ＥＤにて表示され、故障リセット操作によりＬＥＤが点滅を開始し、制御ス

タートスイッチ操作によりＬＥＤが連続点灯となる。 
    今回は、復旧操作において運転員に制御スタートスイッチ操作の認識がな

く、故障リセット操作により中央制御室の安全防護系シーケンス盤故障警報

がリセットしたため安全防護系シーケンス盤は正常に復帰したものと思った

ことから同一カード上の制御スタートスイッチの点滅には気が付かなかった。 
    なお、デジタル制御装置のうち、受電後の復旧操作で制御スタートスイッ

チ操作が必要なものは１，２号機の安全防護系シーケンス盤だけである。 
 
８．推定原因 

  本事象発生の主たる要因は、前回定検で新設した安全防護系シーケンス盤の

復旧操作方法に係る確認が電話による確認のみで十分でなかったことから、運

転員は制御スタートスイッチ操作の必要性を認識しておらず、また、故障リセ

ット操作により同盤の故障ランプが消灯したことから、他のデジタル制御装置

と同様に故障リセット操作のみで正常に復帰したと思い込み、安全防護系シー

ケンス盤Ａの１系（ＣＰＵ－Ａ１）が正常に起動していない状態で２系（ＣＰ

Ｕ－Ａ２）の電源を停止したことで、安全防護系シーケンス盤Ａの両系（１系

および２系）の出力が停止し、システムの停止に至ったものである。 
 

９．対 策 
 
 （１）計装用電源装置の復旧に係る安全防護系シーケンス盤の復旧は、運転員が

安全防護系シーケンス盤の受電操作を行い、保修員が安全防護系シーケンス

盤内の復旧操作（故障リセット、制御スタートスイッチ操作）を行うよう復

旧操作手順書に反映する。 
その他の制御装置の復旧操作を保修員が運転員に移管する場合、保修員は

操作手順を文書により運転員に説明する。 
 

（２）制御装置等の設備更新に伴い隔離・復旧操作手順書を新規作成または改訂

する際は、文書により設備主管箇所の確認を受けるように社内規定を見直す。 
 

（３）設備を更新（新設、改造、撤去等）した場合、設備主管箇所は運転操作上

の注意事項を文書（設備変更連絡書）により関係箇所に周知しているが、更

に隔離・復旧操作時の注意点についても記載するよう様式を見直す。 

 

 （４）原子力保安研修所（松山市）に平成２３年度設置予定のデジタル制御装置

の保修訓練設備を用いて運転員へも設備教育を実施する。 
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（５）制御システムの制御状態表示について認知性を向上させるため、制御スタ

ートスイッチのＬＥＤ表示と制御システムの制御状態を示す注意表示を当

該ＬＥＤ部に掲示する。               （添付資料－２） 

 

（６）安全防護系シーケンス盤の故障リセットおよび制御スタートは操作を行う

同盤の故障ランプ消灯および制御スタートスイッチのＬＥＤ点灯により確

認できるが、運転員の認知性を更に高めるため、故障リセット操作をしても

制御スタートスイッチ操作を行うまでは、安全防護系シーケンス盤故障警報

を中央制御室に発信させる設計に変更する。 

 

以 上 
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    添付資料－１ 伊方発電所１号機 安全防護系シーケンス盤概略図 

 

添付資料－２ 伊方発電所１号機 安全防護系シーケンス盤 制御スタート 

スイッチの注意表示状況 

 



  

添付資料－１ 



  

添付資料－２ 
 

伊方発電所１号機 安全防護系シーケンス盤 制御スタートスイッチの注意表示状況 

 

 

 

 

 

注意表示 


